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中
国
の
合
会
と
日
本
の
無
尽
の
銀
行
化

〜
中
国
の
中
小
企
業
金
融
へ
の
示
唆
と
し
て
〜

西
尾
圭
一
郎

１
　
は
じ
め
に

改
革
開
放
以
降
、
と
り
わ
け
こ
の
一
〇
年
近
く
の
間
、
中
国
経
済
は
極
め
て
早
い
ス
ピ
ー
ド
で
経
済
成
長
を
遂
げ
て
い
る
。
そ
の

中
国
の
経
済
成
長
に
お
け
る
中
小
企
業
の
役
割
は
大
き
く
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
六
〇
％
、
財
政
収
入
の
約
五
〇
％
、
都
市
部
に
お
け
る
雇
用
の

八
〇
％
を
生
み
出
し
て
い
る
。
し
か
し
、
日
本
で
も
そ
う
で
あ
る
が
、
経
済
に
お
け
る
中
小
企
業
の
役
割
の
大
き
さ
と
比
較
し
て
、

中
小
企
業
に
対
す
る
金
融
は
不
十
分
で
あ
る
。

日
本
に
お
い
て
も
中
小
企
業
の
資
金
調
達
環
境
は
厳
し
い
が
、
日
本
で
は
地
方
銀
行
や
信
用
金
庫
な
ど
中
小
企
業
金
融
を
支
え
る

金
融
機
関
の
裾
野
が
広
い
。
と
り
わ
け
中
国
と
比
較
し
て
特
徴
的
と
い
え
る
の
は
、
人
的
信
用
に
基
づ
く
金
融
手
段
で
あ
っ
た
無
尽

か
ら
発
達
し
、
銀
行
へ
と
転
化
し
て
い
っ
た
第
二
地
方
銀
行
の
存
在
で
あ
ろ
う
。
近
年
で
は
、
メ
ガ
バ
ン
ク
も
積
極
的
に
中
小
企
業

金
融
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
地
域
の
金
融
機
関
が
日
本
の
中
小
企
業
金
融
を
支
え
て
い
る
現
状
は
変
わ
っ
て
は
い
な

い
。
そ
し
て
現
在
、
中
国
に
お
い
て
も
銀
行
等
が
カ
バ
ー
し
き
れ
な
い
中
小
・
零
細
企
業
の
資
金
需
要
を
カ
バ
ー
す
る
無
尽
と
同
じ

金
融
組
織
が
成
長
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
中
国
経
済
の
今
後
の
持
続
的
な
成
長
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
で
あ
ろ
う
中
小
企
業
金
融
の
整
備
に
つ
い
て
、
日
本



の
経
験
を
も
と
に
無
尽
の
地
方
銀
行
へ
の
転
化
の
過
程
を
振
り
返
る
こ
と
で
、
中
国
へ
の
政
策
的
イ
ン
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
導
出
す

る
。２

　
中
国
の
中
小
企
業
金
融
の
状
況
と
日
本
と
の
比
較

（
１
）
中
国
の
中
小
企
業
金
融
の
現
状
把
握

本
節
で
は
、
西
尾
・
西
村
（
二
〇
一
二
）
で
の
分
析
を
中
心
に
、
中
国
の
中
小
企
業
金
融
の
現
状
と
日
本
と
の
比
較
に
つ
い
て
検

討
す
る
。

中
国
で
は
、
中
小
企
業
の
約
八
〇
％
が
資
金
不
足
と
い
う
認
識
で
あ
り
、
約
九
割
が
資
金
調
達
に
困
難
を
感
じ
て
い
る
（
１
）。

も
ち
ろ

ん
、
こ
の
現
象
は
資
金
供
給
側
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
資
金
調
達
側
の
中
小
企
業
が
抱
え
る
信
用
リ
ス
ク
等
の
問
題
も
存
在
す
る

た
め
、
原
因
の
特
定
は
難
し
い
が
、
中
小
企
業
が
十
分
な
資
金
を
得
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。

通
常
、
企
業
の
資
金
調
達
手
段
と
し
て
は
証
券
市
場
を
通
じ
た
調
達
と
銀
行
を
通
じ
た
調
達
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
中
国
で
は
中

小
企
業
の
資
金
調
達
に
占
め
る
銀
行
貸
付
の
割
合
が
九
九
％
を
占
め
て
お
り
、
証
券
を
通
じ
た
資
金
調
達
は
極
め
て
困
難
な
状
況
に

あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
要
因
は
、
株
式
市
場
と
社
債
市
場
と
も
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
上
場
や
起
債
条
件
の
厳
し
さ
に
あ
る

と
い
え
よ
う
。

株
式
に
つ
い
て
は
「
中
小
企
業
板
」
や
「
創
業
板
」
と
い
っ
た
中
小
企
業
向
け
の
市
場
が
二
〇
〇
〇
年
代
に
創
設
さ
れ
た
が
、
中

小
企
業
に
と
っ
て
は
簡
単
に
利
用
で
き
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
（
２
）。

中
小
企
業
を
対
象
と
し
て
い
る
「
中
小
企
業
板
」
で
あ
る
が
、

株
式
市
場
へ
の
信
認
の
維
持
と
い
う
点
で
は
や
む
を
得
な
い
も
の
の
、
そ
の
上
場
基
準
や
管
理
規
定
な
ど
実
質
的
に
メ
イ
ン
ボ
ー
ド

と
大
差
が
な
い
。
ま
た
「
創
業
板
」
に
つ
い
て
は
、
上
場
に
際
し
て
の
収
益
要
件
と
し
て
「
直
近
二
年
間
の
純
利
益
が
累
計
一
〇
〇

（40）



〇
万
元
以
上
か
つ
利
益
が
増
加
し
続
け
て
い
る
」
あ
る
い
は
「
直
近
一
年
間
の
純
利
益
が
五
〇

〇
万
元
以
上
、
直
近
一
年
間
の
営
業
収
入
が
五
〇
〇
〇
万
元
以
上
で
あ
り
、
直
近
二
年
間
の
営

業
収
入
の
増
加
率
が
三
〇
％
以
上
」
と
い
う
条
件
が
課
さ
れ
て
い
る
（
３
）。

そ
の
た
め
結
果
的
に
、

上
場
企
業
の
多
く
は
短
期
間
で
の
成
長
が
見
込
ま
れ
る
産
業
に
偏
っ
て
し
ま
う
と
い
う
現
状
と

な
っ
て
い
る
。

債
券
に
つ
い
て
も
基
準
の
厳
し
さ
は
同
様
で
あ
り
、
大
企
業
と
比
較
す
る
と
信
用
力
が
低
い

中
小
企
業
に
よ
る
債
券
市
場
で
の
資
金
調
達
は
困
難
な
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
加
え
て
、
中
国

の
社
債
発
行
を
認
可
し
て
い
る
中
国
国
家
発
展
改
革
委
員
会
は
二
〇
一
二
年
一
二
月
二
〇
日
に

社
債
発
行
規
則
を
厳
格
化
す
る
こ
と
と
、
地
方
政
府
に
対
し
債
券
の
リ
ス
ク
管
理
を
強
化
す
る

よ
う
要
請
す
る
方
針
を
提
示
し
て
お
り
、
中
小
企
業
の
社
債
発
行
環
境
は
よ
り
厳
し
い
も
の
と

な
っ
て
い
る
（
４
）。

こ
の
よ
う
に
証
券
市
場
か
ら
の
資
金
調
達
が
難
し
い
状
況
で
あ
る
た
め
、
中
小
企
業
の
資
金

調
達
は
銀
行
を
通
じ
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
銀
行
を
通
じ
た
資
金
調

達
が
円
滑
に
い
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
（
５
）。

日
本
お
よ
び
中
国
の
金
融
機
関
の
企
業
向
け
融
資
の
規
模
別
比
率
を
示
し
た
も
の
が
表
１
で

あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
金
融
機
関
の
企
業
向
け
融
資
の
う
ち
四
割
以
上
が
大
企
業
向
け
で
あ

り
、
中
堅
企
業
向
け
融
資
は
三
割
強
、
小
型
企
業
が
二
割
強
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
日
本
で

は
大
企
業
が
三
割
強
、
中
堅
企
業
が
一
割
弱
、
中
小
企
業
が
六
割
強
と
中
小
企
業
の
比
率
が
高

（41）

表１　日本および中国の金融機関による企業規模別向け貸出動向

（出所）中国人民銀行『金融機構貸款投向統計報告』および日本銀行『時系列統計データ検索サイト』
（http://www.stat-search.boj.or.jp/index.html）より作成。

2010

中国

90.41
83.14

総計
（兆元）

32.0％
30.8％

2009 282.32 178.54 63.2％
270.12 174.31 64.5％

小型企業貸出残高 中型企業貸出残高 大型企業貸出残高

13.37 4.7％
12.65 4.7％

（兆元） 比率 （兆元） 比率 （兆元） 比率
2009 26.28 5.84 22.2％ 8.60 32.7％ 11.84 45.1％
2010 31.10 7.55 24.3％ 10.13 32.6％ 13.42 43.2％

日本
総計
（兆円）

中小企業貸出残高 中堅企業貸出残高 大企業貸出残高
（兆円） 比率 （兆円） 比率 （兆円） 比率



く
な
っ
て
お
り
、
中
国
の
中
小
企
業
の
資
金
繰
り
の
厳
し
さ
が
う
か
が

え
る
。

そ
の
よ
う
な
状
況
と
な
っ
て
い
る
要
因
は
、
中
国
の
銀
行
シ
ス
テ
ム

の
構
造
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
図
１
は
中
国
の
銀
行
の
資
産
残
高

比
率
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
大
型
商
業
銀
行
と
し
て
分
類
さ

れ
て
い
る
の
は
、
中
国
の
五
大
商
業
銀
行
と
呼
ば
れ
る
中
国
工
商
銀
行
、

中
国
農
業
銀
行
、
中
国
建
設
銀
行
、
中
国
交
通
銀
行
、
中
国
銀
行
の
五

行
を
指
し
て
い
る
。
中
国
で
は
、
こ
れ
ら
五
大
商
業
銀
行
が
銀
行
部
門

の
全
資
産
の
半
分
近
く
を
占
め
て
い
る
。
次
い
で
大
き
な
比
率
を
持
つ

の
が
株
式
制
商
業
銀
行
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
一
九
八
六
年
以
降
に
認
め

ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
商
業
銀
行
で
あ
る
。
五
大
商
業
銀
行
お
よ
び
株

式
制
商
業
銀
行
は
信
用
リ
ス
ク
等
の
要
因
か
ら
中
小
企
業
へ
の
貸
出
に

つ
い
て
慎
重
で
あ
り
、
大
企
業
中
心
の
融
資
を
行
っ
て
い
る
。

そ
れ
ら
の
次
に
来
る
の
が
信
用
合
作
社
か
ら
転
化
し
た
都
市
商
業
銀

行
で
あ
る
。
信
用
合
作
社
と
は
地
域
の
共
同
組
織
で
あ
り
、
日
本
で
い

う
と
こ
ろ
の
信
用
協
同
組
合
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
一
九
九
八
年
に
都
市
商
業
銀
行
と
な
り
、
主
要
都
市
を
基
盤
と
し
て
地
域
金
融

を
担
っ
て
い
る
（
６
）。

そ
の
成
り
立
ち
か
ら
、
都
市
商
業
銀
行
は
中
国
の
中
小
企
業
金
融
の
中
心
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
え
る
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
銀
行
の
資
産
残
高
全
体
に
占
め
る
比
率
は
一
割
も
な
い
状
況
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
中
小
企

（42）

図１　中国の銀行資産残高の機関別比率

その他金融機関
27.7％

都市商業銀行
8.3％

株式制商業銀行
15.5％

大型商業銀行
48.5％

（出所）中国銀行業監督管理委員会『2011年銀行系金融機関資産負債状況表』
より作成。



業
へ
の
銀
行
貸
付
の
比
率
が
日
本
と
比
べ
て
小
さ
い
と
い
う
現
在
の
状
況
が
生
じ
る
と
思
わ
れ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
中
国
の
中
小
企
業
は
資
金
需
要
の
大
き
さ
に
比
べ
て
、
証
券
市
場
を
通
じ
て
も
、
銀
行
部
門
を
通
じ
て
も
、
十

分
な
資
金
調
達
が
で
き
て
い
な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

（
２
）
日
本
と
の
比
較

一
方
、
日
本
に
お
い
て
も
中
小
企
業
の
資
金
調
達
は
銀
行
シ
ス
テ
ム
に
依
存
し
て
お
り
、
証
券
市
場
を
通
じ
た
資
金
調
達
環
境
は

依
然
と
し
て
厳
し
い
状
況
に
あ
る
。
二
〇
一
一
年
度
の
社
債
で
の
資
金
調
達
に
つ
い
て
は
、
資
本
金
一
億
円
未
満
の
企
業
の
負
債
に

占
め
る
社
債
の
比
率
は
一
・
四
％
程
度
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
全
企
業
に
お
け
る
五
・
八
％
と
比
較
す
る
と
大
き
な
開
き
が
見
ら
れ

る
（
７
）。

ま
た
株
式
市
場
に
つ
い
て
も
、
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｑ
に
は
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
成
長
可
能
性
重
視
の
グ
ロ
ー
ス
の
二
つ
の
区
分
が
あ
る

が
、
い
ず
れ
も
比
較
的
規
模
の
大
き
な
中
堅
企
業
向
け
の
市
場
と
な
っ
て
お
り
、
大
多
数
の
中
小
企
業
に
と
っ
て
は
利
用
が
難
し
い
（
８
）。

そ
の
た
め
、
中
小
企
業
の
資
金
調
達
は
銀
行
を
中
心
と
す
る
間
接
金
融
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
表
１
で
見
た
と
お
り
、
日
本

の
銀
行
に
よ
る
中
小
企
業
向
け
貸
出
残
高
の
企
業
向
け
貸
出
全
体
に
占
め
る
割
合
は
六
割
強
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
内
訳
に
つ
い
て

は
、
地
方
銀
行
、
第
二
地
方
銀
行
の
占
め
る
シ
ェ
ア
が
大
き
く
、
そ
の
こ
と
が
中
国
と
比
較
し
て
極
め
て
高
い
中
小
企
業
向
け
貸
出

を
実
現
さ
せ
て
い
る
大
き
な
要
因
と
し
て
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
の
点
、
つ
ま
り
大
銀
行
以
外
の
裾
野
が
広
い
日
本
と
、
こ
れ
か
ら
重
点
化
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
中
国
と
い
う
銀
行
シ
ス
テ
ム
の
構

造
の
違
い
が
日
本
と
中
国
の
中
小
企
業
金
融
の
違
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

（43）



３
　
中
国
の
中
小
企
業
金
融
と
合
会
の
広
が
り

（
１
）
無
尽
お
よ
び
合
会
の
仕
組
み

前
節
で
見
た
よ
う
に
、
中
国
で
は
銀
行
が
大
企
業
中
心
の
貸
出
を
し
て
お
り
、
証
券
市
場
へ
の
ア
ク
セ
ス
も
厳
し
く
制
限
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
た
め
非
制
度
的
な
金
融
に
頼
る
中
小
企
業
が
増
加
し
つ
つ
あ
る
。

そ
の
一
つ
と
し
て
日
本
の
第
二
地
銀
の
原
点
と
い
え
る
無
尽
に
相
当
す
る
「
合
会
」
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
金
融
が
近
年
増
加
し

て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
日
本
で
も
、
明
治
維
新
後
か
ら
無
尽
会
社
が
自
然
的
に
発
生
し
、
様
々
な
要
因
か
ら
銀
行
へ
の
ア
ク
セ

ス
が
制
限
さ
れ
て
い
た
中
小
企
業
の
資
金
需
要
に
応
え
、
日
本
の
経
済
発
展
の
一
因
を
担
っ
て
い
た
と
い
う
現
実
が
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
無
尽
会
社
が
や
が
て
は
相
互
銀
行
と
な
り
、
現
在
の
第
二
地
方
銀
行
と
な
り
、
日
本
の
中
小
企
業
金
融
の
一
端
を
担
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
本
節
で
は
中
国
に
お
け
る
中
小
企
業
金
融
体
制
の
整
備
を
展
望
す
る
に
あ
た
り
、
日
本
の
無
尽
の
発
展
と
銀
行
化
の
時
期
を

振
り
返
り
、
そ
の
成
長
の
過
程
で
生
じ
た
問
題
や
方
策
な
ど
を
整
理
す
る
。

ま
ず
は
中
国
に
お
い
て
近
年
、
増
加
傾
向
に
あ
る
と
い
う
合
会
の
仕
組
み
に
つ
い
て
、
日
本
の
無
尽
と
比
較
す
る
形
で
そ
の
概
略

を
把
握
し
、
特
徴
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
こ
う
。

無
尽
業
法
が
制
定
さ
れ
た
際
の
定
義
に
よ
る
と
、「
本
法
ニ
於
テ
無
尽
ト
称
ス
ル
ハ
一
定
ノ
口
数
ト
給
付
金
額
ト
ヲ
定
メ
定
期
ニ

掛
金
ヲ
払
込
マ
シ
メ
一
口
毎
ニ
抽
籤
入
札
其
ノ
他
類
似
ノ
方
法
ニ
依
リ
掛
金
者
ニ
対
シ
金
銭
又
ハ
有
価
証
券
ノ
給
付
ヲ
為
ス
ヲ
謂

フ
」
（
９
）

と
さ
れ
て
い
る
。

具
体
的
に
は
「
合
会
の
中
心
に
会
主
（
親
）
が
お
り
、
そ
の
発
起
で
会
総
（
親
と
講
員
の
間
に
立
つ
責
任
講
員
）
お
よ
び
会
脚

（
講
員
）
が
入
会
し
、
会
金
（
掛
金
）
を
毎
期
納
付
す
る
。
・
・
・
給
付
を
受
け
た
会
脚
は
こ
れ
を
重
会
（
受
給
付
者
）
と
称
し
て
、

未
給
付
者
（
軽
会
）
と
区
別
」
（
10
）

し
て
、
講
の
参
加
者
全
員
が
順
繰
り
に
資
金
獲
得
の
機
会
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
仕
組
み
の
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金
融
機
構
で
あ
る
。

一
方
で
中
国
の
合
会
で
あ
る
が
、「
参
加
者
（
十
数
名
か
ら
数
十
名
程
度
の
場
合
が
ほ
と
ん
ど
）
が
集
ま
っ
て
、
定
期
的
に
参
加

者
の
人
数
に
等
し
い
開
催
回
数
で
積
立
て
（
掛
金
）
を
行
い
、
毎
回
一
人
の
参
加
者
が
そ
の
一
回
の
掛
金
全
部
の
給
付
を
受
け
る
庶

民
の
相
互
的
な
金
融
方
式
」
（
11
）

の
仕
組
み
に
な
っ
て
お
り
、
会
員
内
部
で
掛
金
を
集
め
、
順
繰
り
に
借
り
入
れ
を
行
い
、
全
員
が
資
金

獲
得
の
機
会
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
日
本
の
無
尽
と
中
国
の
合
会
は
、
そ
の
仕
組
み
の
細
部
や

呼
び
名
こ
そ
異
な
る
も
の
の
ほ
ぼ
同
じ
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
特
徴
で
あ
る
が
、
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
12
）。

ま
ず
は
利
点
で
あ
る
が
（
１
）
古
く
か
ら
存
在
し
た
仕
組
み
で
あ
る
、（
２
）
参
加
者
は
必
ず
資
金
融
通
の
機
会
を
得
る
、（
３
）
利

息
は
他
の
庶
民
金
融
機
関
に
比
べ
て
低
く
、
長
期
返
済
が
可
能
、（
４
）
人
的
信
用
に
よ
っ
て
繋
が
る
仕
組
み
で
あ
り
、
無
担
保
貸

付
が
行
わ
れ
る
、（
５
）
地
域
密
着
型
の
金
融
機
関
で
あ
る
、
と
い
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
利
点
よ
り
中
小
・
零
細

企
業
向
け
金
融
が
未
整
備
・
発
展
途
上
な
状
況
に
お
い
て
、
銀
行
が
十
分
に
フ
ォ
ロ
ー
で
き
な
い
セ
グ
メ
ン
ト
に
対
し
て
重
要
な
資

金
調
達
手
段
と
し
て
機
能
し
、
社
会
構
成
を
高
め
る
役
割
を
果
た
し
う
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。（
１
）
落
札
時
期
や
状
況
に
よ
っ
て
利
率
が
大
き
く
変
わ
る
こ
と
、（
２
）
季

節
的
要
因
等
に
よ
っ
て
資
金
需
要
が
集
中
す
る
場
合
に
は
望
む
時
に
資
金
を
得
ら
れ
な
い
可
能
性
が
高
ま
る
こ
と
、（
３
）
急
な
資

金
需
要
に
は
対
応
で
き
な
い
こ
と
、（
４
）
そ
も
そ
も
無
尽
講
や
無
尽
業
者
の
営
業
基
盤
の
脆
弱
性
、
親
の
資
金
の
流
用
・
持
ち
逃

げ
等
や
身
内
贔
屓
な
ど
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
上
の
問
題
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

上
述
の
よ
う
な
欠
点
は
持
つ
も
の
の
、
中
小
企
業
向
け
金
融
が
発
展
途
上
な
状
況
に
お
い
て
は
、
と
り
わ
け
零
細
企
業
に
と
っ
て

重
要
な
資
金
調
達
手
段
と
し
て
機
能
し
う
る
た
め
、
発
展
途
上
経
済
に
と
っ
て
は
社
会
厚
生
を
高
め
る
機
能
を
持
っ
て
い
る
。
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（
２
）
中
国
の
合
会
の
現
状

で
は
そ
の
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
中
国
の
合
会
は
現
在
、
ど
の
よ
う
な
状
況
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
中
国
の
合
会
は
清
朝

後
期
〜
中
華
民
国
期
に
隆
盛
を
極
め
た
が
、
そ
の
後
中
華
人
民
共
和
国
と
な
っ
て
以
降
、
計
画
経
済
体
制
下
に
お
い
て
し
ば
ら
く
の

間
停
滞
し
て
い
た
。
し
か
し
一
九
八
〇
年
代
か
ら
、
す
な
わ
ち
改
革
開
放
以
降
に
再
び
活
性
化
し
、
現
在
で
は
広
く
民
衆
の
金
融
手

段
と
し
て
の
地
位
を
得
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
（
13
）。

陳
（
二
〇
一
〇
）
に
よ
る
と
、
江
蘇
省
通
州
金
沙
鎮
の
住
民
の
五
〜
六
割
が
標
会
に
参
加
し
て
お
り
、
そ
の
他
浙
江
省
、
福
建
省
、

広
東
省
、
貴
州
省
、
江
蘇
省
、
雲
南
省
な
ど
東
南
海
沿
岸
を
中
心
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
規
模
は
拡
大
を
続
け
て

お
り
、
会
に
よ
っ
て
は
信
用
合
作
社
（
日
本
の
信
用
協
同
組
合
に
あ
た
る
機
関
）
の
年
間
貸
出
額
の
三
〇
倍
以
上
の
給
付
を
行
う
合

会
も
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
規
模
の
拡
大
に
伴
い
、
日
本
で
生
じ
て
い
た
よ
う
な
問
題
も
ま
た
生
じ
て
き
て
い
る

と
い
う
指
摘
も
あ
る
（
14
）。

こ
の
よ
う
に
、
規
模
が
拡
大
し
、
問
題
事
例
も
観
察
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
在
の
中
国
で
は
合
会
に
対
す
る
政
策
は

特
に
と
ら
れ
て
い
な
い
（
15
）。

そ
れ
に
対
し
て
日
本
で
は
、
無
尽
に
対
し
て
規
制
、
監
督
を
行
っ
て
き
た
。
前
項
の
最
後
で
見
た
よ
う
に
、

合
会
の
よ
う
な
地
域
の
中
小
企
業
金
融
や
庶
民
金
融
を
担
う
可
能
性
を
持
っ
た
金
融
機
関
や
組
織
の
成
長
は
、
中
国
の
中
小
企
業
金

融
や
庶
民
金
融
の
発
展
を
通
じ
て
経
済
厚
生
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
次
節
で
は
日
本
の
経
験
を
振
り
返
り
、
無
尽
に
対

す
る
政
策
対
応
を
整
理
す
る
こ
と
で
、
今
後
の
中
国
の
中
小
企
業
金
融
の
発
展
の
方
向
性
を
検
討
す
る
。
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４
　
日
本
無
尽
の
機
能
と
普
通
銀
行
へ
の
発
展
過
程

（
１
）
無
尽
会
社
の
発
展
史

無
尽
は
明
治
維
新
後
の
近
代
化
の
過
程
に
お
い
て
、
民
間
の
旺
盛
な
資
金
需
要
に
対
応
す
る
形
で
そ
の
利
用
が
急
増
し
て
い
た
。

や
が
て
、
事
業
と
し
て
無
尽
を
行
う
無
尽
会
社
が
発
生
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
数
お
よ
び
全
体
の
規
模
は
急
速
に
増
加
し
て
い
っ

た
。そ

の
背
景
に
は
当
時
の
銀
行
シ
ス
テ
ム
の
資
金
分
配
シ
ス
テ
ム
の
問
題
が
あ
っ
た
。
当
時
、
大
銀
行
は
国
策
と
の
関
係
も
あ
り
、

主
に
基
幹
産
業
、
大
企
業
へ
の
融
資
を
中
心
に
活
動
し
て
い
た
。
ま
た
戦
時
体
制
下
に
お
い
て
は
軍
需
産
業
中
心
の
活
動
を
余
儀
な

く
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
地
域
の
産
業
育
成
や
中
小
企
業
支
援
を
行
う
べ
き
地
方
銀
行
に
つ
い
て
は
、
明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
の

小
銀
行
の
乱
立
と
そ
の
結
果
生
じ
た
社
会
的
混
乱
、
そ
し
て
そ
の
後
の
「
一
県
一
行
主
義
」
に
よ
る
銀
行
数
の
減
少
を
受
け
て
、
中

小
、
零
細
企
業
に
対
し
て
十
分
な
ケ
ア
を
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
い
た
。

そ
の
結
果
と
し
て
、「
本
邦
に
お
い
て
は
、
未
だ
完
全
な
る
庶
民
金
融
機
関
の
制
度
な
く
、
普
通
銀
行
は
主
と
し
て
中
産
者
以
上

の
階
級
の
機
関
た
る
に
過
ぎ
ず
」
（
16
）、

中
小
・
零
細
企
業
や
庶
民
が
資
金
調
達
を
行
う
手
段
が
非
常
に
限
定
的
な
状
況
が
生
じ
て
い
た
。

そ
の
よ
う
な
中
小
零
細
企
業
の
金
融
的
空
白
を
埋
め
合
わ
せ
た
の
が
無
尽
で
あ
っ
た
。
明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
無
尽
が
活
発
に

利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
は
事
業
と
し
て
無
尽
を
行
う
無
尽
業
者
が
多
数
現
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
零

細
無
尽
の
乱
立
、
不
正
や
破
綻
な
ど
の
問
題
も
多
数
出
現
し
、
必
要
な
機
関
だ
が
弊
害
も
多
い
た
め
取
り
締
ま
り
強
化
や
撲
滅
論
さ

え
も
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
（
17
）。

し
か
し
銀
行
に
よ
る
中
小
・
零
細
企
業
や
庶
民
に
対
す
る
十
分
な
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
で
き
て
い
な
い
状
況
で
無
尽
業
者
を

排
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
様
々
な
経
済
的
混
乱
を
も
た
ら
し
う
る
。
そ
の
た
め
一
九
一
五
年
に
無
尽
業
法
を
制
定
し
、
当
時
と
し
て
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は
厳
し
い
制
限
を
課
し
、
無
尽
業
者
を
免
許
制
と
す
る
形
で
そ
の
存
在
を
法
的
に
確
立
、
管
理
下
に
置
く
と
い
う
手
法
が
採
ら
れ
た
。

そ
の
後
、
無
尽
業
法
は
そ
の
時
々
の
状
況
を
反
映
す
る
形
で
た
び
た
び
改
正
さ
れ
、
そ
の
た
び
に
無
尽
会
社
が
金
融
機
関
と
し
て
の

機
能
を
高
め
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
展
開
過
程
を
次
項
で
簡
単
に
振
り
返
り
、
地
域
の
互
助
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
無
尽
の
金

融
機
関
と
し
て
機
能
が
、
ど
の
よ
う
な
形
で
変
化
し
て
い
っ
た
の
か
、
そ
の
機
能
的
変
化
に
注
目
し
整
理
を
行
っ
て
い
こ
う
。

（
２
）
無
尽
会
社
の
銀
行
化
過
程

ま
ず
、
一
九
一
五
年
に
制
定
さ
れ
た
無
尽
業
法
で
あ
る
が
、
先
ほ
ど
述
べ
た
と
お
り
厳
し
い
制
限
を
課
す
形
で
制
定
さ
れ
た
。
そ

こ
で
課
せ
ら
れ
た
制
限
は
（
１
）
営
業
区
域
の
制
限
、（
２
）
最
低
資
本
金
額
、（
３
）
資
金
運
用
の
制
限
、（
４
）
他
業
兼
営
の
禁
止
、

の
四
点
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
当
時
問
題
と
な
っ
て
い
た
、
無
尽
業
者
の
健
全
性
に
関
す
る
規
制
で
あ
る
が
、
そ
の
規
制
の
結
果
と
し
て
多
く
の
無
尽

業
者
が
整
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
表
２
に
あ
る
よ
う
に
一
九
一
五
年
に
は
二
〇
〇
〇
を
超
え
て
い
た
無
尽
会
社
が

翌
年
に
は
一
三
六
へ
と
急
減
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
翌
年
以
降
、
社
会
的
な
需
要
か
ら
無
尽
会
社
は
再
び
そ
の
数
を
増
加
さ
せ
、

一
九
一
九
年
に
は
二
〇
〇
社
を
超
え
、
一
九
五
七
年
に
は
二
五
〇
社
を
超
え
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
間
に
営
業
が
認
め
ら
れ
た

無
尽
の
経
営
基
盤
は
、
表
２
の
一
社
平
均
資
本
金
を
見
て
も
わ
か
る
通
り
急
激
に
安
定
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
一
九
三
一
年
に
は
更
な
る
健
全
化
を
狙
い
、
株
式
会
社
化
を
義
務
付
け
る
よ
う
に
法
改
正
を
行
っ
た
。
こ
の
法
改
正
の
猶

予
期
間
を
超
え
た
一
九
三
五
年
以
降
に
は
、
再
び
無
尽
会
社
数
が
減
少
に
転
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
一
方
で
合
併
等
に
よ
る
再
編

も
進
み
、
営
業
譲
渡
手
続
き
が
簡
素
化
さ
れ
た
一
九
四
一
年
の
改
正
以
降
、
一
社
平
均
資
本
金
は
急
激
に
増
加
し
て
い
く
こ
と
と
な

っ
た
。
こ
う
し
て
無
秩
序
に
増
加
し
て
い
た
無
尽
会
社
は
法
的
枠
組
み
の
中
で
管
理
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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ま
た
無
尽
業
法
は
無
尽
会
社
を
規
制
し
、
そ
の
健
全
性
を
強

化
す
る
形
で
の
み
運
用
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
免
許
制

を
導
入
し
た
一
九
一
五
年
の
無
尽
業
法
に
よ
っ
て
不
健
全
な
業

者
の
退
出
、
整
理
が
行
わ
れ
た
後
の
一
九
二
一
年
に
は
、
無
尽

会
社
の
資
金
運
用
先
が
緩
和
さ
れ
、
国
債
等
へ
の
投
資
、
不
動

産
担
保
貸
付
、
掛
金
者
へ
の
貸
付
限
度
額
の
拡
大
な
ど
が
認
め

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
後
一
九
三
八
年
に
は
営
業
区
域
制
限
の
緩
和
、
貸
付
金

限
度
額
の
総
額
制
限
緩
和
が
行
わ
れ
、
一
九
四
一
年
に
土
地
建

物
等
を
取
り
扱
う
物
品
無
尽
の
取
り
扱
い
が
認
め
ら
れ
、
投
資

可
能
な
有
価
証
券
の
種
類
が
増
え
る
な
ど
、
資
金
運
用
の
範
囲

が
拡
張
さ
れ
た
。
そ
し
て
戦
後
一
九
四
九
年
に
は
、
戦
後
の
イ

ン
フ
レ
と
中
小
企
業
の
資
金
難
に
よ
り
、
借
り
た
資
金
を
日
掛

け
の
掛
金
で
返
済
す
る
と
い
う
無
尽
に
類
す
る
貸
付
を
行
う

（
看
做
無
尽
）
を
行
う
殖
産
会
社
が
多
数
出
現
し
た
た
め
、
悪

性
の
会
社
の
乱
立
を
防
ぐ
目
的
の
た
め
、
看
做
無
尽
を
無
尽
会

社
に
行
わ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
無
尽
会
社
に

銀
行
の
よ
う
な
貸
付
を
行
う
こ
と
を
可
能
と
し
た
。

（49）

（注）1943年から1945年にかけての資本金額は、1,000円単位で四捨五入されて表示されるようになっ
た。

（出所）『全国無尽会社要覧』各号より作成。

1930

年

58 735,000

無尽会社数

1929 260
263

１社平均資本金
268

１社平均資本金
1931

132,201 1945
137,237

表２　無尽会社の会社数および１社平均資本金額
（単位：円）

1916 136 54,459 1932 274 137,463
1917 173 51,069 1933 276 138,868
1918 192 50,219 1934 272 148,103
1919 206 50,383 1935 259 151,985
1920 203 58,000 1936 253 149,245
1921 209 58,583 1937 246 149,793
1922 214 66,093 1938 245 150,363
1923 219 63,557 1939 237 156,367
1924 227 82,570 1940 221 173,796

1928 258 129,027 1944 63 682,000

年 無尽会社数
1915 2,363 9,513 136,569

1925 240 93,286 1941 182 222,802
1926 243 107,171 1942 139 304,991
1927 251 119,251 1943 87 487,000



ま
た
同
時
に
貯
蓄
機
関
と
し
て
の
機
能
の
強
化
も
図
ら
れ
て
い
た
。
上
記
に
挙
げ
た
一
九
四
一
年
の
改
正
で
は
先
掛
無
尽
の
取
り

扱
い
が
、
一
九
四
三
年
に
は
貯
蓄
無
尽
の
取
り
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
通
常
の
資
金
融
通
を
目
的
と
し
た
無
尽
で
は
な
く
、

払
い
戻
し
を
利
用
し
た
貯
蓄
を
目
的
と
す
る
無
尽
で
あ
り
、
庶
民
の
貯
蓄
手
段
と
し
て
利
用
で
き
る
よ
う
な
仕
組
み
と
し
て
導
入
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
投
資
対
象
の
制
限
が
緩
和
さ
れ
、
貯
蓄
機
能
が
強
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
金
融
機
関
と
し
て
の
業
務
の
自
由
度

が
高
め
ら
れ
る
政
策
も
、
規
制
と
合
わ
せ
て
と
ら
れ
て
い
た
。
資
金
運
用
先
の
調
達
や
貯
蓄
機
能
の
強
化
が
図
ら
れ
た
の
は
、
無
尽

会
社
の
社
会
的
機
能
に
対
す
る
要
請
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
様
々
な
時
代
背
景
が
そ
の
要
因
と
し
て
指
摘
で
き
る
。
一
つ
は
中
小
企

業
の
慢
性
的
な
資
金
不
足
の
問
題
で
あ
る
。
や
は
り
戦
前
か
ら
戦
後
復
興
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、
日
本
で
は
中
小
企
業
の
資
金
繰

り
は
極
め
て
厳
し
い
状
態
が
続
い
て
い
た
。
そ
の
中
で
無
尽
が
果
た
し
て
い
る
役
割
は
極
め
て
大
き
か
っ
た
た
め
（
18
）、

そ
の
健
全
化
と

同
時
に
機
能
拡
張
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
期
間
は
国
家
と
し
て
も
列
強
と
伍
し
て
い
く
た
め
に
財
政
出
動
が
か
さ

み
、
国
債
の
安
定
的
な
消
化
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
時
期
で
あ
る
。
そ
の
た
め
安
定
的
な
経
営
を
行
い
、
か
つ
国
債

消
化
の
機
能
を
高
め
る
べ
く
、
資
金
運
用
先
の
拡
大
が
行
わ
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
企
業
や
国
家
へ
の
円
滑
な
資
金
供
給
の
た
め
、

庶
民
の
貯
蓄
奨
励
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
一
つ
の
有
力
な
機
関
と
し
て
無
尽
会
社
が
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
要
因
と
し

て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
う
し
て
貯
蓄
金
融
機
関
と
し
て
の
機
能
強
化
、
資
金
運
用
や
貸
付
の
機
能
の
強
化
が
行
わ
れ
、
活
動
そ
の
も
の
が
銀
行
に
近
づ

い
て
い
っ
た
こ
と
で
、
無
尽
会
社
側
か
ら
は
預
金
の
取
り
扱
い
に
対
す
る
要
求
が
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
こ
た
え
る
形
で
、

法
改
正
に
よ
り
一
九
四
五
年
に
は
普
通
預
金
の
取
り
扱
い
が
、
一
九
四
八
年
に
は
当
座
預
金
の
取
り
扱
い
が
認
可
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
し
か
し
こ
の
緩
和
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
か
ら
、
銀
行
以
外
の
機
関
が
預
金
を
取
り
扱
う
こ
と
に
対
す
る
違
和
感
と
し
て
異
議
が
出
さ
れ

（50）



た
。
そ
こ
で
、
そ
の
問
題
を
ク
リ
ア
す
る
こ
と
も
視
野
に
入
れ
た
検
討
が
な
さ
れ
、
一
九
五
一
年
に
施
行
さ
れ
た
相
互
銀
行
法
に
よ

っ
て
無
尽
会
社
は
銀
行
へ
と
転
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
日
本
の
無
尽
会
社
は
（
１
）
ま
ず
当
局
の
監
督
下
に
置
か
れ
営
業
基
盤
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
強
化
が
行
わ
れ
、（
２
）

次
い
で
資
金
運
用
手
段
の
多
様
化
が
認
め
ら
れ
た
後
、（
３
）
貯
蓄
機
能
が
強
化
さ
れ
、（
４
）
や
が
て
は
預
金
の
取
り
扱
い
が
許
可

さ
れ
る
、
と
い
う
形
で
そ
の
金
融
機
能
の
強
化
が
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
が
や
が
て
銀
行
化
と
い
う
形
を
と
っ
た
の
で
あ
る
が
、

銀
行
と
な
る
以
前
に
、
こ
の
よ
う
な
段
階
を
踏
ん
だ
成
長
が
あ
り
、
そ
の
背
後
に
は
金
融
シ
ス
テ
ム
の
設
計
と
監
督
行
政
と
が
機
能

し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

５
　
お
わ
り
に
―
中
国
へ
の
示
唆

戦
後
の
日
本
同
様
、
中
国
で
も
中
小
企
業
金
融
を
重
視
す
る
必
要
性
が
高
ま
っ
て
お
り
、
無
尽
形
式
の
金
融
組
織
で
あ
る
合
会
が

増
加
し
て
い
る
。
そ
し
て
日
本
で
生
じ
た
よ
う
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
欠
如
や
会
の
崩
壊
な
ど
と
い
っ
た
、
様
々
な
問
題
も
生
じ
始
め
て

い
る
。

し
か
し
日
本
で
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
無
尽
や
合
会
と
い
っ
た
自
生
的
な
金
融
組
織
は
脆
弱
な
体
質
を
持
つ
も
の
の
、
地
域
的
、

人
的
つ
な
が
り
に
よ
る
資
金
融
通
機
関
と
い
う
特
徴
か
ら
、
大
銀
行
で
は
対
応
し
き
れ
な
い
小
型
企
業
へ
の
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

や
庶
民
の
金
融
シ
ス
テ
ム
へ
の
取
り
込
み
と
い
う
点
で
重
要
な
機
能
を
果
た
し
う
る
。

合
会
を
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
う
に
せ
よ
、
地
域
の
中
小
企
業
金
融
に
と
っ
て
重
要
な
機
能
を
果
た
し
つ
つ
あ
る
状
況
下
で
は
、
今

後
の
規
制
、
監
督
、
育
成
に
際
し
、
日
本
で
生
じ
た
議
論
、
対
策
の
再
検
討
が
有
効
性
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
。

日
本
で
は
免
許
制
、
株
式
会
社
化
に
始
ま
り
、
資
本
金
額
規
制
や
他
業
と
の
分
離
に
よ
る
管
理
を
行
い
、
そ
の
後
、
業
務
範
囲
の
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拡
大
、
貯
蓄
機
関
化
す
る
こ
と
で
貸
出
能
力
の
強
化
、
預
金
取
扱
ま
で
も
可
能
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
銀
行
化
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て

銀
行
化
し
た
こ
と
に
よ
り
、
非
都
市
部
の
預
金
吸
収
能
力
の
向
上
、
信
用
創
造
に
よ
る
成
長
資
金
の
供
給
、
ソ
フ
ト
情
報
を
利
用
し

た
大
銀
行
で
は
対
応
し
き
れ
な
い
小
型
企
業
へ
の
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
な
ど
が
可
能
と
な
り
、
地
域
金
融
、
中
小
企
業
金
融
に
と

っ
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

む
ろ
ん
、
日
本
の
経
験
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
に
は
様
々
な
議
論
が
あ
る
だ
ろ
う
。
経
済
の
現
状
を
踏
ま
え
ず
、
非
制
度
的

な
金
融
組
織
で
あ
る
合
会
の
銀
行
化
そ
の
も
の
を
当
初
か
ら
目
指
す
こ
と
は
、
状
況
に
よ
っ
て
は
過
剰
な
金
融
サ
ー
ビ
ス
を
生
じ
さ

せ
、
バ
ブ
ル
を
助
長
す
る
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、
制
度
的
な
枠
組
み
が
変
化
し
た
と
し
て
も
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
変
化
や
社
会
に
お

け
る
認
識
が
追
い
付
か
な
い
場
合
に
は
、
か
え
っ
て
混
乱
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。

と
は
い
え
自
生
的
な
民
間
金
融
組
織
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
今
後
の
発
展
途
上
国
経
済
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
中
小
企
業
金
融
や

金
融
包
摂
に
対
す
る
貢
献
と
も
な
り
う
る
た
め
、
今
後
あ
ら
た
め
て
研
究
し
直
し
、
日
本
の
経
験
を
発
信
し
て
い
く
こ
と
の
重
要
性

は
高
ま
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

注（
１
）

李
（
二
〇
一
〇
）、
孔
（
二
〇
〇
八
）
等
を
参
照
。

（
２
）

二
〇
一
一
年
末
現
在
、
中
小
企
業
板
と
創
業
板
の
時
価
総
額
は
そ
れ
ぞ
れ
二
兆
七
四
二
九
億
元
、
七
四
三
三
億
元
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ

ら
を
合
計
し
て
も
、
メ
イ
ン
ボ
ー
ド
市
場
（
上
海
・
深

）
の
一
七
兆
九
八
九
四
億
元
の
一
九
・
四
％
に
過
ぎ
な
い
。

（
３
）

野
村
資
本
市
場
研
究
所
編
（
二
〇
〇
七
）、
神
宮
（
二
〇
〇
九
）、
董
・
楊
他
（
二
〇
一
一
）
等
を
参
照
。

（
４
）

厳
格
化
の
内
容
は
、
資
産
負
債
比
率
が
九
〇
％
を
超
え
る
企
業
は
新
規
発
行
が
禁
じ
ら
れ
、
八
〇
〜
九
〇
％
の
企
業
は
社
債
発
行
に
際
し
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保
証
が
必
要
で
、
六
五
〜
八
〇
％
の
企
業
は
「
重
点
監
視
リ
ス
ト
」
に
乗
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

改

金
（
二
〇
一
二
）
三
四
五

一
号
「
国
家

展
改
革
委

公

于

一

化
企

券

防
范
管
理
有

的
通
知
」（http://w

w
w

.sdpc.gov.cn/

zcfb/zcfbtz/2012tz
/t20121220_519191.htm

）
参
照
。

（
５
）

西
尾
・
西
村
（
二
〇
一
二
）、
五
三
〜
五
四
ペ
ー
ジ
参
照
。
た
と
え
ば
、
上
海
の
小
型
、
零
細
企
業
四
〇
万
社
の
う
ち
銀
行
融
資
を
受
け
て

い
る
の
は
わ
ず
か
一
〇
％
で
あ
る
。
ま
た
、
黄
・
楊
（
二
〇
〇
九
）
に
よ
る
浙
江
省
寧
波
市
の
調
査
で
は
八
六
社
中
五
三
・
五
％
、
羅
・

劉
・
李
（
二
〇
一
一
）
の
山
東
省
済
寧
市
の
調
査
で
は
二
九
七
社
中
二
一
・
九
％
で
あ
る
と
い
う
。

（
６
）

中
国
の
都
市
商
業
銀
行
に
つ
い
て
は
門
（
二
〇
一
一
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
７
）

財
務
省
『
財
政
金
融
統
計
月
報
』
七
二
六
号
よ
り
。

（
８
）

結
果
と
し
て
な
の
か
原
因
で
あ
る
の
か
は
不
明
だ
が
、
中
小
企
業
は
直
接
金
融
で
の
資
金
調
達
に
対
し
、「
企
業
内
の
や
り
く
り
や
金
融
機

関
か
ら
の
借
り
入
れ
で
足
り
る
」、
あ
る
い
は
「
資
金
の
必
要
性
が
な
い
」
と
い
う
反
応
を
示
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
高
橋
、
二
〇
〇
二
、

一
一
七
〜
一
二
〇
ペ
ー
ジ
）。

（
９
）

無
尽
業
法
﹇
大
正
四
年
六
月
二
一
日
法
律
第
二
四
号
﹈
第
一
条
。

（
10
）

全
国
相
互
銀
行
協
会
編
（
一
九
七
一
）、
一
三
〜
一
四
ペ
ー
ジ
。

（
11
）

陳
（
二
〇
一
〇
）、
三
八
ペ
ー
ジ
。
な
お
、
陳
（
二
〇
一
〇
）、
六
五
〜
八
三
ペ
ー
ジ
お
よ
び
李
（
二
〇
〇
六
）
第
三
章
に
も
詳
し
い
説
明

が
あ
る
た
め
参
照
さ
れ
た
い
。

（
12
）

以
下
の
特
徴
に
つ
い
て
は
日
本
銀
行
調
査
局
（
一
九
一
三
）、
二
九
〜
三
六
ペ
ー
ジ
お
よ
び
後
藤
（
一
九
九
四
）、
一
四
ペ
ー
ジ
よ
り
整
理

し
た
。

（
13
）

李
（
二
〇
〇
六
）、
五
八
ペ
ー
ジ
。
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（
14
）

永
安
市
の
「
以
会
養
会
」
は
そ
の
典
型
で
あ
る
。
所
持
金
を
持
た
な
い
永
安
市
に
住
む
Ａ
氏
が
、
借
り
た
資
金
（
二
〇
〇
元
）
を
元
手
に

複
数
の
合
会
に
参
加
し
、
そ
こ
で
得
た
給
付
金
を
基
に
さ
ら
に
大
き
な
合
会
へ
と
参
加
し
、
合
計
八
つ
の
標
会
を
利
用
し
合
計
一
四
四
万

元
を
手
に
し
た
の
ち
失
踪
し
た
、
と
い
う
事
例
で
あ
る
。
こ
れ
は
関
係
し
た
企
業
の
倒
産
や
破
産
、
自
殺
な
ど
を
引
き
起
こ
し
た
と
い
う

（
李
、
二
〇
〇
六
、
七
二
〜
七
四
ペ
ー
ジ
）。

（
15
）

陳
（
二
〇
一
〇
）、
一
〇
二
〜
一
〇
三
ペ
ー
ジ
。

（
16
）

日
本
銀
行
調
査
局
（
一
九
一
三
）、
二
ペ
ー
ジ
。

（
17
）

当
時
は
取
り
締
ま
り
の
厳
し
さ
を
批
判
す
る
意
見
も
あ
っ
た
が
、
業
界
の
結
果
的
に
健
全
な
成
長
を
促
進
し
た
と
い
う
評
価
が
な
さ
れ
て

い
る
（
後
藤
、
一
九
九
四
、
一
九
〜
四
四
ペ
ー
ジ
）。

（
18
）

相
互
銀
行
転
換
直
前
の
一
九
五
一
年
に
は
無
尽
会
社
は
金
融
機
関
の
中
小
企
業
貸
付
の
一
八
・
三
％
を
占
め
て
い
た
（
第
二
地
方
銀
行
協

会
編
、
二
〇
〇
二
、
四
一
〜
四
二
ペ
ー
ジ
）。

参
考
文
献

・
後
藤
新
一
（
一
九
九
四
）『
無
尽
・
相
銀
合
同
の
実
証
的
研
究
』
日
本
金
融
通
信
社
。

・
神
宮
健
（
二
〇
〇
九
）「
中
国
の
創
業
板
市
場
に
つ
い
て
」『
季
刊
中
国
資
本
市
場
研
究
』
二
〇
〇
九
年
秋
号
、
六
四
〜
七
五
ペ
ー
ジ
。

・
全
国
相
互
銀
行
協
会
編
（
一
九
七
一
）『
相
互
銀
行
史
』
全
国
相
互
銀
行
協
会
。

・
第
二
地
方
銀
行
協
会
編
（
二
〇
〇
二
）『
第
二
地
方
銀
行
協
会
５
０
年
史
』
第
二
地
方
銀
行
協
会
。

・
高
橋
徳
行
（
二
〇
〇
二
）「
中
小
企
業
金
融
の
特
徴
　
な
ぜ
資
金
調
達
が
難
し
い
の
か
」
藪
下
史
郎
・
武
士
俣
友
生
編
著
『
中
小
企
業
金
融
入
門
』

東
洋
経
済
新
報
社
、
三
一
〜
五
二
ペ
ー
ジ
。
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・
陳
玉
雄
（
二
〇
一
〇
）『
中
国
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
金
融
と
市
場
化
』
麗
澤
大
学
出
版
会
。

・
董
安
生
、
楊
嶷
、
何
以
、
王
恩
宇
、
何
海
寿
（
二
〇
一
一
）「
中
国
創
業
板
の
発
行
制
度
分
析
」『
季
刊
中
国
資
本
市
場
研
究
』
二
〇
一
一
年
秋
号
、

二
〜
二
三
ペ
ー
ジ
。

・
西
尾
圭
一
郎
・
西
村
友
作
（
二
〇
一
二
）「
わ
が
国
と
の
比
較
で
み
る
中
国
の
中
小
企
業
金
融
の
現
状
」『
証
券
経
済
研
究
』
第
七
八
号
、
五
一
〜

六
八
ペ
ー
ジ
。

・
野
村
資
本
市
場
研
究
所
（
二
〇
〇
七
）『
中
国
証
券
市
場
大
全
』
日
本
経
済
新
聞
出
版
社
。

・
門
闖
（
二
〇
一
一
）『
中
国
都
市
商
業
銀
行
の
成
立
と
経
営
』
日
本
経
済
評
論
社
。

・
孔
曙
東
（
二
〇
〇
八
）『
国
外
中
小
企
業
融
資
経
験
与
啓
示
』、
中
国
金
融
出
版
社
。

・
黄
惠
琴
、
楊
暁
麗
（
二
〇
〇
九
）「
中
小
企
業
融
資
現
状
及
対
策
」、『
中
国
国
情
国
力
』、
第
二
期
。

・
羅
亮
森
、
劉
海
東
、
李
東
沢
（
二
〇
一
一
）「
中
小
企
業
融
資
現
状
分
析
―
―
基
于
済
寧
市
中
小
企
業
融
資
情
况
的
調
査
」『
中
国
金
融
』、
第
二
四

期
。

・
李
建

（
二
〇
〇
六
）『
中
国
地
下
金
融

』
上
海
人
民
出
版
社
。

・
李
子
彬
（
二
〇
一
〇
）『
中
国
中
小
企
業
２
０
１
０
年
藍
皮
書
』
中
国
発
展
出
版
社
。

（
に
し
お
　
け
い
い
ち
ろ
う
・
客
員
研
究
員
）
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